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私たち監事は公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（以下本会という）定款２２条に基

づき、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの２０２５年度の事業執行並びに財産状況

について監査を実施しました。

１，．監査方法の概要

（１） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用

　　　

いて、 財務諸表並びに収支計算書の正確性を検討しました。
（２） 業務監査について、 理事会及びその他の会議に出席し、 理事から業務報告を聴取

　　　

し、 関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、 事業執行の妥当性を

　　　

検討しました。

２． 監査の結果

（１） 会計帳簿は、 決算の状況を正しく示しており、 指摘するべき事項は認められません

　　　

でした。 事業報告は当該年度の本会事業・運営の状況を正しく示しているものと認

　　　

めま す。

（２） 理事の会務執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

　　

認められませんでした。

３． 意見

（１） 会員数は他県と比較しても順調に増加しており、 本会の活動が魅力的であると会員

　　

に評価された結果ではないかと考えます。

（２） 遊休財産については柔軟かつ適切に対応し、 計画性のある法人運営を行っており、

　　

高く評価します。
（３） 技師法改正に基づく告示研修について、 多くの研修を開催していただいていること

　　

を高く評価します。
（４） 会員の皆様におかれましても、 本会の事業へのご理解とご協力を賜りますようお願

　　

い申し上げます。


